
※詳しくは問にお問い合わせください。

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
に

は
使
用
期
限
が
あ
り
ま
す

●
購
入
期
限　
2
月
28
日
㈮

※
購
入
に
は
、
市
が
発
行
し
た

購
入
引
換
券
が
必
要
で
す
。

●
使
用
期
限　
3
月
1
日
㈰

※
使
用
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
商

品
券
は
一
切
使
用
で
き
ま
せ

ん
。
商
品
券
を
持
っ
て
い
る

人
は
、
必
ず
期
限
内
に
使
い

切
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
期
限
以
降
に
商
品
券
が
余
っ

て
い
て
も
、
お
金
と
交
換
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
産
業
振
興
課
商
工
・
企
業
誘

致
推
進
室
（
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
事
業
対
策
窓
口
）

☎
57
・
７
６
２
２

　

環
境
を
守
る
た
め
、
浄
化
槽

管
理
者
に
は
、
浄
化
槽
法
で
3

つ
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。

【
浄
化
槽
管
理
者
の
3
義
務
】

①
保
守
点
検　

浄
化
槽
の
機
能

を
保
つ
た
め
の
点
検
、
調
整
、

修
理
、
消
毒
剤
の
補
給
、
ブ
ロ

ア
の
調
整
な
ど
を
行
い
ま
す
。

家
庭
用
浄
化
槽
は
4
カ
月
に
1

回
以
上
の
点
検
が
必
要
で
す
。

②
清
掃　

浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ

た
汚
泥
な
ど
の
引
き
出
し
や
調

浄
化
槽
の
維
持
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の

お
知
ら
せ

　

玉
名
税
務
署
で
は
、
申
告
相

談
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

●
開
設
期
間

2
月
17
日
㈪
～
3
月
16
日
㈪

午
前
9
時
～
午
後
4
時

（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

※
開
設
期
間
前
は
、
申
告
相
談

会
場
を
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

申
告
期
限
間
際
は
、
申
告
会

場
が
混
み
合
い
ま
す
。
早
め

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
場
所　

玉
名
合
同
庁
舎
1
階

（
玉
名
市
岩
崎
２
７
３
番
地
）

問
玉
名
税
務
署 

☎
72
・
２
１
２
５

※
電
話
で
の
相
談
は
、
自
動
音

声
案
内
に
従
い
「
0
」
番
を

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
確
定

申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
に

お
つ
な
ぎ
し
ま
す
。（
3
月
16

日
㈪
ま
で
）

【対象者】
　平成 31 年 3 月 1 日～令和 2 年 2 月 29 日ま
でに結婚した夫婦で次の全てを満たすもの。
①申請時点で夫婦共に、または一方が市内に居
住し、荒尾市に住民登録を行っている
②婚姻時に夫婦共に 34 歳以下
③平成 30 年中の夫婦の所得が 340 万円未満
※婚姻を機に離職した場合や、貸与型奨学金の

返済を行っている場合は、一定額を控除して
所得を算出。

④夫婦共に市税などの滞納がない
⑤当該補助金を過去に受けていない
⑥暴力団員などでない

新婚世帯に対し、新居となる住宅の購入費
や賃料、引越し費用の一部を補助します。

新婚さんの新居や引っ越しに
係る費用の一部を補助します 問くらしいきいき課地域協働係

☎ 57-7163　FAX 63-1956

【対象となる経費】
平成 31 年 3 月 1 日～令和 2 年 2 月 29 日の間
に支払った次の経費
①住宅の取得 ( 新築・購入・建て替え ) 費用
※増改築は除く
②住宅の賃借料 ( 家賃・敷金・礼金・共益費・
仲介手数料など )　※住宅手当などは控除
③新居引っ越し費用　※業者への実費が対象

【必要書類】
①補助金交付申請書
②婚姻届受理証明書か戸籍謄本
③夫婦の所得証明書 ( 平成 30 年分 )
④夫婦の住民票の写し
⑤夫婦の市税の滞納がない証明書
⑥住宅取得・賃借、引っ越し費用の領収書など

【補助金の内容】　1 世帯あたり 30 万円が上限
【申請書類提出先】
　くらしいきいき課地域協働係

【申請期限】　令和 2 年 3 月 2 日㈪締切
※予算額に達した時点で受け付けを終了します。
※申請様式などは、くらしいきいき課窓口、市

ホームページからダウンロードできます。

の写し
⑦離職票の写し ( 結婚に伴い離職した場合 )
⑧貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類 ( 奨
学金を返済している場合 )
⑨市長が必要と認める書類
※申請内容によって必要な書類もあります。詳

しくはお尋ねください。

●補助対象者　
中小企業者か、それと同等の法人や組合などのうち、
観光事業者、宿泊事業者、飲食事業者、交通事業者、
温泉事業者、小売・サービス事業者、その他市長
が適当であると認める事業者
●対象事業　
外国語での施設看板、案内表示、パンフレット、ホー
ムページなどを作成する事業
●対象経費　
委託料、印刷費、製作費、設置工事費、その他市
長が認める経費

外国人観光客に優しいまちへ！
外国語での案内に取り組む事業者を応援します

問産業振興課観光推進室
☎ 63-1421

外 国人観光客に向けて、看板、パンフレット
やウェブサイトなどを外国語で表記し、外

国人観光客が観光しやすい環境づくりに取り組む
事業者へ、補助金を交付します。

●補助金額　
・１事業所につき対象経費の 2 分の 1 以内で限度

額 25 万円
※２事業所以上を有する事業者は、全ての事業所

を合わせて 50 万円まで
●申請方法
申請書に必要事項を記入し、産業振興課に持参し
提出
※申請書は市ホームページからダウンロードする

か、産業振興課で配布しています。

　
家
畜
・
家
き
ん
の
飼
養
者
は
、

飼
養
状
況
と
飼
養
衛
生
管
理
の

遵
守
状
況
を
毎
年
県
へ
報
告
す

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
小
規
模
所
有
者
も
、
毎

年
1
回
の
報
告
が
必
要
で
す
。

2
月
1
日
時
点
の
飼
養
家
畜
・

家
き
ん
の
種
類
と
頭
羽
数
を
定

期
報
告
書
に
記
入
し
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）

【
報
告
事
項
の
概
要
】

●
報
告
内
容　
種
類
と
頭
羽
数

●
提
出
期
限　
2
月
28
日
㈮

●
報
告
先　
農
林
水
産
課
農
政
係

●
小
規
模
所
有
者
…
下
記
の
頭
羽

数
の
家
畜
・
家
き
ん
の
所
有
者

家
畜
・
家
き
ん
の
飼
養
者

は
定
期
報
告
が
必
要
で
す

整
、
機
器
類
の
掃
除
・
洗
浄
な

ど
を
行
い
ま
す
。
最
低
で
も
、

年
に
1
回
は
清
掃
し
て
く
だ
さ

い
。

③
法
定
検
査　

浄
化
槽
の
放
流

水
質
が
基
準
を
満
た
し
て
い
る

か
、
維
持
管
理
や
使
い
方
が
適

切
か
を
判
定
し
ま
す
。
法
定
検

査
は
県
の
指
定
検
査
機
関
（
熊

本
県
浄
化
槽
協
会
）
に
よ
る
使

用
開
始
後
3
～
5
カ
月
以
内
に

行
う
検
査
（
7
条
検
査
）
と
年

1
回
定
期
的
な
検
査
（
11
条
検

査
）
が
必
要
で
す
。

問
県
指
定
検
査
機
関
（
公
益
社

団
法
人
熊
本
県
浄
化
槽
協
会
）

☎
０
９
６・
２
８
４・
３
３
５
５

問
環
境
保
全
課
環
境
業
務
係

☎
63
・
１
３
７
０

◎
牛
・
水
牛
・
馬
・
ポ
ニ
ー

　
…
各
1
頭

◎
綿め

ん
よ
う羊

・
ヤ
ギ
・
ブ
タ
・
ミ
ニ

ブ
タ
・
イ
ノ
ブ
タ
・
イ
ノ
シ
シ
・

シ
カ
…
各
5
頭
以
下

◎
ニ
ワ
ト
リ
・
ア
ヒ
ル
・
ア
イ
ガ

モ
・
ウ
ズ
ラ
・
キ
ジ
・
ホ
ロ
ホ

ロ
鳥
・
七
面
鳥
…
各
99
羽
以
下

◎
ダ
チ
ョ
ウ
：
9
羽
以
下

※
ハ
ト
や
イ
ン
コ
な
ど
は
、
報
告

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
報
告
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、

農
林
水
産
課
ま
で
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
農
林
水
産
課
農
政
係

☎
63
・
１
４
４
３　

Ｆ
Ａ
Ｘ 

63
・
１
１
５
８

●
効
力
発
生
日　

令
和
元
年
12
月
15
日

※
熊
本
県
最
低
賃
金
は
７
９
０
円

に
改
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
に

は
、
適
用
範
囲
が
あ
り
ま
す
。

問
熊
本
労
働
局
賃
金
室

☎
０
９
６・
３
５
５・
３
２
０
２

時間額

832 円

884 円

792 円

最低賃金の件名
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

自動車・同附属品製造業、船舶
製造・修理業、舶用機関製造業

百貨店、総合スーパー

熊
本
県
の
産
業
別
最
低
賃

金
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

宝くじ助成事業で
地域を活性化

　菰屋区に伝統芸能「風流」で使用す
る大太鼓・小太鼓とその付属品を整備
しました。
　コミュニティの健全な発展を目的と
したコミュニティ助成事業は、宝くじ
社会貢献広報事業費を財源として財団
法人自治総合セン
ターが助成を行う
ものです。過去には、
屋外放送設備、イベ
ント用備品、屋外掲
示板の整備にも活用
されています。

問くらしいきいき課　☎ 57-7163
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